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原子力の研究、開発及び利用に関する長期計画の策定について 
 

平成１６年６月１５日 
原 子 力 委 員 会 決定 

 
１． 新たな計画策定への着手 

原子力基本法は、我が国における原子力の研究、開発及び利用を、平和の目的に
限り、安全の確保を旨として、民主的な運営の下に、自主的にこれを行うものとし、
その成果を公開し、進んで国際協力に資するものとすることを求めています。 
原子力委員会は、この方針に係る国の施策を計画的に遂行するために、原子力の

研究、開発及び利用に関する長期計画（以下、「計画」という。）を策定してきてい
ます。原子力委員会は、昭和 31 年（1956 年）に最初の計画を策定して以来、計画
の進展や策定時との情勢の変化等を踏まえて概ね 5 年毎に計画の評価・見直しを行
い、今日に至るまで合計 9 回にわたって計画を策定してきました。現行の計画は、
平成 12 年 11 月に策定されたものであり、来年 11 月で 5 年を迎えることになりま
す。 

  我が国の原子力研究開発利用活動は、ほぼ期待通り進展しているところもありま
すが、核燃料サイクル事業を中心に遅れが見られます。また、電気事業の自由化の
進展や新たに制定されたエネルギー政策基本法に基づくエネルギー基本計画の策
定、原子力安全規制体制や企業活動における品質マネジメント体制の強化、原子力
二法人の統合、人材育成に対する新しい取り組みの必要性や核不拡散、核物質防護
努力の一層の強化の必要性の顕在化など、新たな状況も生じてきています。 
こうした状況を踏まえて、原子力委員会は、広聴の精神を踏まえて、本年 1 月よ

り 15 回にわたって「長計についてご意見を聴く会」を開催するとともに、広く国
民を対象に「意見募集」を実施し、「第 7 回市民参加懇談会～長計へのご意見を述
べていただく場として～」を開催して、新たな計画策定に関して各界各層から提
案・意見を聴取してきました。その結果、原子力委員会は、新たな計画を、平成
13 年の中央省庁の再編により原子力委員会が内閣府に属することになってから初
めての計画であることにも配慮しつつ、平成 17 年中に取りまとめることを目指し
て検討を開始することとします。 

 
２． 検討の進め方 
（１）新計画策定会議の設置 
（イ）策定に必要な事項の調査審議を行い、新たな計画案を策定する新計画策定会

議を原子力委員会に設置します。新計画策定会議の委員は別紙のとおりとし
ます。委員は、調査審議に広く国民の意見を反映させるため、原子力委員会
が、地方自治体、有識者、市民／NGO 等、事業者、研究機関から、専門分
野、性別、地域のバランス、原子力を巡る意見の多様性の確保に配慮して選
んだものです。原子力委員も構成員となります。 

（ロ）調査審議を円滑に行うため、必要に応じ、新計画策定会議に小委員会等を設
けて論点整理等を求めることとします。小委員会等の構成員は原子力委員会
が定めることとします。 

（ハ）調査審議が終了したときには、新計画策定会議及び小委員会等は廃止するも
のとします。 
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（２）審議の進め方 
（イ）新計画策定会議及び小委員会等は公開とし、また、それらの議事録は会議終

了後速やかに作成して公開します。ただし、新計画策定会議または小委員会
等の議長が公開しないことが適当であると判断したときは、この限りではあ
りません。 

（ロ）新計画策定会議の議長は原子力委員長が務めます。 
（ハ）意見募集や市民参加懇談会の開催等により幅広く国民の意見を聴取して、こ

れを審議に反映させるとともに、必要に応じ特定分野の参考人の出席を求め、
意見を聴くこととします。 
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新計画策定会議構成員 
 

平成１６年６月 
 
（議長）近藤 駿介   原子力委員会 委員長 

齋藤 伸三   原子力委員会 委員長代理 
木元 教子   原子力委員会 委員 
町  末男   原子力委員会 委員 
前田 肇    原子力委員会 委員 
 
井川 陽次郎 読売新聞東京本社 論説委員 
井上 チイ子 生活情報評論家 
内山 洋司 筑波大学 機能工学系 教授 
岡﨑 俊雄 日本原子力研究所 理事長 
岡本 行夫 ㈱岡本アソシエイツ 代表 
勝俣 恒久 東京電力株式会社 取締役社長（日本経済団体連合会 副会長） 
河瀬 一治 敦賀市長 （全国原子力発電所所在市町村協議会 会長） 
神田 啓治 京都大学 名誉教授、エネルギー政策研究所 所長 
草間 朋子 大分県立看護科学大学長 
児嶋 眞平 福井大学 学長 
笹岡 好和 全国電力関連産業労働組合総連合 会長 
佐々木 弘 放送大学 教授 
末永 洋一 青森大学付属総合研究所 所長 
住田 裕子 弁護士、獨協大学特任教授 
田中 知  東京大学 大学院 工学系研究科 教授 
千野 境子 産経新聞社 大阪本社 編集局 特別記者兼論説委員 
殿塚 猷一 核燃料サイクル開発機構 理事長 
中西 友子 東京大学 大学院 農学生命科学研究科 教授 
庭野 征夫 （社）日本電機工業会 原子力政策委員会 委員長 
      （㈱東芝 執行役上席常務 電力・社会ｼｽﾃﾑ社 社長） 
橋本 昌  茨城県 知事 
伴 英幸  原子力資料情報室 共同代表 
藤 洋作  電気事業連合会 会長（関西電力株式会社 取締役社長） 
山地 憲治 東京大学 新領域創成科学研究科 

先端エネルギー工学専攻 教授 
山名 元  京都大学 原子炉実験所 教授 
吉岡 斉  九州大学 大学院 比較社会文化研究院 教授 
和気 洋子 慶応義塾大学 商学部 教授 
渡辺 光代 日本生活協同組合連合会 理事 

 
計３２名

（別紙） 
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（参考：補足説明） 
 
１．新たな計画策定に求められるもの 

新たな計画の策定作業においては、現行計画の評価等を行い、原子力の研究、開
発及び利用の基本原則、目標、実施責任主体等を明確にしていくことが重要と考え
ます。その際、可能な限り定量的に検証するなどにより、政策の妥当性を明らかに
していくことが重要と考えます。 
特に、エネルギーとしての原子力利用に係る施策に関しては、行政各部門、研究

開発機関、大学、民間が果たすべき短期、中期、長期的役割とこれを達成するため
に必要な国の規制・誘導施策の基本方針を明らかにする必要があります。 
また、放射線や核反応の利用に係る施策に関しても、研究開発の有力なツールと

して利用できる放射線発生装置等の整備から産業における利用に至る短・中・長期
的課題に対する取り組みのあり方やその実施主体等に関する基本方針を明らかに
していくことが重要です。 

  このように、新たな計画は、原子力利用に関する国の内外の活動を展望して、短・
中・長期的視点から、国の進めるべき施策の基本構想を示すものであることが求め
られていると考えます。 

 
２．新たな計画策定において考えられる検討の視点 
○ エネルギー供給における原子力発電の位置づけ 
○ 安全の確保、広聴・広報活動等、国民・社会と原子力の調和の在り方 
○ 原子力発電を基幹電源として利用するために必要な政府と民間の役割、及びこ

れに必要で合理的な核燃料サイクルシステムの在り方 
○ 高速増殖炉とその核燃料サイクル技術等、原子力エネルギー利用に係る研究開

発の在り方 
○ 人類社会の福祉と国民生活の水準向上及び科学技術の発展に向けた、放射線、

核反応を用いた原子力科学技術の多様な展開 
○ 原子力の研究、開発及び利用を効果的かつ効率的に推進するための国際共同活

動及び相互裨益の観点に立った二国間及び多国間協力活動 
○ 国際社会と原子力の調和への貢献 

 


